
 

質問　　　　　　　　　候補者名
必要◎
不必要×
その他△

ふちがみ猛志さん（無所属）

1 「子ども条例」制定について ◎
「子どもの権利条約」の理念を、職員・市民に周知する上でも重要な
事だと考えます。

2
虐待から子どもの命と心身を守る
ための対策について ◎

昨年の第一回定例会で、子供相談所の体制強化を訴えました。今年
度、堺市の子供相談所は過去最大規模の増員[約１割増]となりまし
たが、そのきっかけにもなる質疑だったとか考えています。非常勤職
員、若手職員の率が高い事も指摘しており、今後引き続き相談所の
体制強化を求めていきます。

3
子どもの相談・声を受け止め、
政策に反映させる体制作りについて ◎

「子どもの情報教育センター」で相談や関係機関との調整機能を
担っているものの、大阪府の取り組みという事もあって堺市では関
係者・市民の非常に低く、調査・勧告機能が不十分です。体制作り
と共にそれらの周知や、又スクールロイヤー等の体制作りも重要と
考えます。（既に堺市には配置されているものの、教育現場での認
知度も高くない。）

4 子どもの遊びの保障について ◎
プレーパークの導入はこれまでに度々議会で取り上げて参りまし
た。前向きな答弁も見られるようになり、近いうちに実現できるも
のと確信しています。引き続き実現の為に取り組みます。

5
地域や学校で多様な子どもたちが
育つことについて

コミュニ
ティーの一
員として共に
学ぶ／共に
育つほうが
いい

「共に学ぶ・共に育つ」という大前提のもと、個々の課題に応じてきめ
細かなサポートができる体制が必要と考えます。（通級指導、チーム
ティーチングなどの他、母語保証等でアイデンティを大事にすること）

6 子ども主体の学びのあり方について ◎ 堺市でも学力重視のきらいがあり、懸念しているところです。

7
学校・教職員へのサポート体制に
ついて ◎

まずは教員の大幅な増員が必要です。その上で鍋蓋型の組織から
ピラミッド型の組織への移行を目指します。例えば新卒１年目の教員
がいきなり担任を持つのではなく「先輩をサポート⇒先輩にサポート
してもらう⇒独り立ち」という風に、段階を経て担任を持つようにした
り、指導力が高い教員が担任を持たずに複数人の若手をサポートす
るような体制を目指します。

8
フリースクールなど多様な教育の
選択肢について ◎

フリースクール支援と共に「学校への復帰」を目指さない、不登校児
の為の新たな中学校を作る事も目指したいと思います[例:京都市の
洛風中学校]。いずれにしても子供達に多様な学びの場や居場所を
確保します。＊なお放課後デイは「学校を休んだ子供でも」利用可能
です。（不登校の子が利用できないのはご指摘通りですが、前者に
ついては堺市からの通達説明が不十分で、各事業者にその様に伝
わっていた事が明らかになり昨年私がその事を指摘し、誤解を解く為
の再通達が担当課から各事業者になされました。

9 放課後の子どもの居場所 ◎
居場所作りの１つとして、プレーパークの設置（将来的には地域・校
区ごとに）を目指しています。

10 「子どもの権利条約」の周知について ◎
「日常的に子どもに関わる事の少ない大人」も含めて、社会に広く周
知することが必要と考えます。

堺区



 

必要◎
不必要×
その他△

質問　　　　　　　候補者名

1 「子ども条例」制定について ◎ ◎
内容をよく理解してはいないが、
基本的な考えを示しました。 ◎

大阪府の取り組みも参考にし
て、必要の可否を考えるのが
いいかと思います。

◎

2
虐待から子どもの命と心身を守る
ための対策について ◎

先日実態をききましたが、子ども
相談所の職員の懸命な努力が
感じられました。こうした職員の
熱意をより活かすためにもご指
摘のような施策は当然必要で
す。

◎
内容をよく理解してはいないが、
基本的な考えを示しました。 ◎ ◎

3
子どもの相談・声を受け止め、
政策に反映させる体制作りについ
て

◎
オンブズパーソン制度について
必要/その他の体制づくりについ
て必要

◎
内容をよく理解してはいないが、
基本的な考えを示しました。 ◎

子どもは必要な法律行為など
を行えないため、保護者以外
にも中立的な児童福祉・教育・
法曹関係者の関与が必要だと
思います。

◎

4 子どもの遊びの保障について ◎
ただし、市民（若者、学校を含む）
の声と地域の実情についてしっ
かり把握しなければならいと思い
ます。

◎
内容をよく理解してはいないが、
基本的な考えを示しました。 △

純然たる子ども自律集団がで
きるのか不安があり、中立性
の高い大人の協力が必須で
す。また、特に子どもが増えて
いる地域で、市有施設の空き
があるか心配です。

◎

5
地域や学校で多様な子どもたち
が
育つことについて

コミュニティ
の一員とし
て共に学ぶ
/
共に育つほ
うがいい

「インクルーシブ（包括的：障害の
ある人もない人もともに）教育」を
真に実現するためには。教職員
の配置の充実など十分な環境を
ととのえることが必要です。あら
ゆる段階で、障害のある子ども
の教育の権利を保障し、必要に
応じたサポートをおこなうことを求
めていきます。

コミュニティ
の一員として
共に学ぶ/
共に育つほ
うがいい

ニーズがち
がうので
別々に学ぶ/
育つほうが
いい

それも多様性であり、自らと違
う個人、集団との協調も学ぶべ
き大事なことだと思います。

◎

6
子ども主体の学びのあり方につい
て ◎

「総合的な学力」「堺マイスタディ
事業」などこれまでもさまざまにと
りくまれてきました。市民のみな
さんの運動も大きな力になって
います。

◎
内容をよく理解してはいないが、
基本的な考えを示しました。 △

両者が必要であり、読み書き
計算は自ら学ぶための基礎素
養として必要。

◎

7
学校・教職員へのサポート体制に
ついて ◎

少人数学級の中学校への実施
拡大！教職員増をさらにすすめ
たい。そのためにも政令指定都
市（権限財源が都道府県なみ）
堺を守らなければと思います。

◎
学校のクラブを廃止し地域スポー
ツクラブへと移行する。またIT化の
推進。

◎ ◎

8
フリースクールなど多様な教育の
選択肢について ◎

しかし、内容については、しっか
り指導監督が必要です。 ◎ △

私はフリースクールの実態に
詳らかでないので、責任をもっ
て回答できません。

◎

9 放課後の子どもの居場所 ◎ △ 調査研究が足らず決定できません。 △

4の回答と近いですが、市有施
設の空きがあるかが心配で
す。また行政の普く公平にとい
う考えと一致しにくいと思われ
ます。

◎

10
「子どもの権利条約」の周知につ
いて ◎

本当に大切な事です。私もがん
ばります。 ◎ △

子どもの権利条約自体は、内
容の詳細は別として、比較的
有名であると思います。

◎

備考
恐れ入りますが、貴団体を存じ
上げておりません。今後のお付
き合いをよろしくお願いします。

全項目必要ですと記載あり

石本京子さん（日本共産党） 池田克史さん（大阪維新の会） 山根健さん（自由民主党） 長谷川俊英さん（無所属）

北区



 

必要◎
不必要×
その他△

質問　　　　　　　　　候補者名 黒田征樹さん（大阪維新の会）

1 「子ども条例」制定について ◎

条例により子育てに対する意気込みを
自治体として発信し、市民や市職員に
伝わるものであれば制定してもよいと
考えるが、こういった案件は政局に左
右されてはいけない。

△

子どもたちを取り巻く環境の改善は重要な取り
組みであることは言うまでもありませんし、私も
これまで保育福祉の現場出身の議員として、子
育て施策、幼児教育、学校教育に関する様々
な課題の解決に取り組んできたところです。し
かし、恥ずかしながら、私は「子ども条例」につ
いての基礎的な知識がなく、また現状、回答期
日までに本件について調査する時間的猶予も
ありません。条例の詳細についてわからないま
まご返答することは難しく、今回は回答を保留さ
せていただきたく存じます。

◎
制定をするのであれば、同じような取り組
みをしている自治体を参考にしながら、目
的内容を精査し実効性のあるものにした
い。

2
虐待から子どもの命と心身を守る
ための対策について ◎

人を増やすに越したことはないが、実
効性のある組織となるように権限と責
任の在り方について、見直し続けなけ
ればいけない。 なお、部署替えそのも
のが問題なのかは一概に言えるもの
ではなく、適材適所の人事に努めなけ
ればならない。

◎

堺市においては虐待の通報対応制度の拡充や
体制の強化など漸進的な改善に取り組んでき
たと認識していますが、対策が十分であるとは
思いません。私は、福祉現場、保育現場、教育
現場それぞれにおいて専門的な見地から子ど
もたちの様子を見守る「専門職」の配置の充実
が必要であると考えています。例えば、学校の
先生は教育の専門家ではありますが、福祉の
専門家ではありませんので、教職員だけでケー
スワークに対応するには限界があります。また
若い保育士が複雑な家庭の事情やその課題
の解決に対応することも現実的に困難です。行
政が公的な役割として、子どもに関連する様々
な現場に専門職を配置する（あるいは補助す
る）ことには大いに意義があると考えます。

◎
専門職の人員を増やすのは大切なことで
はあるが、それと同時に横断的なシステ
ムを構築することが必要だと考える。

3
子どもの相談・声を受け止め、
政策に反映させる体制作りについて ◎

深刻な案件については上記のような
制度や仕組みも必要だと考えるが、
すべてをそこに頼ると、家庭教育・地
域教育・学校教育のバランスが崩れる
恐れもあるので留意しなけらばならな
い

△

「オンブズパーソン」という制度について熟知し
ているわけではありませんが、子どもが直接、
中立性をもった機関に相談できるシステムは必
要であると思います。
ただ、堺市（行政機関）がそれを設置することが
良いかどうかは判断がつきません。制度の目的
通り、中立性、客観性が保てるかわからないか
らです。第三者による外部機関の方が機能す
る場合もあるでしょう。
体制構築には、しっかりとした議論と精緻な制
度設計が必要と考えます。

△
堺市には、市政の提案箱、区の行政相
談、行政相談員、公益道報告保護制度
があるので、これらを精査した上で先進
事例を研究して検討していく。

4 子どもの遊びの保障について △

全てを行政に頼る必要もなく、NPOや
一般社団法人でも担っていくべき。 私
は一般社団法人を設立し、大学生主
体の学生部を立ち上げ、大学生と地域
の子ども達の社会勉強を兼ねたイベン
トを企画・実施している。そのような取
り組みを広げるため実践と行動をして
いきます。

◎
子どもが大人による過度な干渉を受けることな
く自由に学び、遊べる環境を整えることは、
様々な面から意義があり、重要であると思いま
す。

◎
△

子どもたちの遊ぶ場所を確保するのは当
然必要と考えますが、スペースや人材の
確保が課題となると考えています。

5
地域や学校で多様な子どもたちが
育つことについて

コミュニ
ティーの一
員として共
に学ぶ／共
に育つほう
がいい

「障がいを乗り越え国と地域に貢献し、
賃金を上げながら生き甲斐を見つけ
る」という目標のもと、障がい者の自立
支援の取り組みをしてきた経験から、
障がいの有無にかかわらず誰もが社
会の一員として暮らせる世の中にした
い。

その他

人間の社会が寛容性を持って多様性を認める
ことは大切なことですが、障がいと家庭環境と
経済状況と人種的なルーツを一概に扱うことは
できないと思います。極めて重い障害を持つ場
合や、言語やコミュニケーションなどに大きな障
壁がある場合など、一緒に学ぶことが全体最適
とならないケースも考えられます。行政の役割
は社会全体の便益の向上です。

コミュニ
ティーの一
員として共
に学ぶ／
共に育つ
ほうがい
い

各クラブ活動や子ども会なども少子化と
なっており、公の関り方（地域コミュニ
ティ）が今後も大切。

6 子ども主体の学びのあり方について ◎
必要最低限の歴史観、道徳心を学ん
だ上で「学び観の転換」は良いと考え
る。

◎
堺市においても、実際にそのような転換が進ん
でいると思います。 ◎

子ども達の自らが考える力をつけること
と、教師の質の向上の両方が大切と考え
ます。

7
学校・教職員へのサポート体制に
ついて

◎
△

学校教育に負担が偏っている現状を
解決するために行政としての取り組み
だけではなく、地域教育の充実にも取
り組んでいきたい。 不必要な書類に
追い回される環境の改善、クラブ活動
の外部やOBに委託などは進めていく
べき。

◎
学校・教職員の働き方改革については、私も先
の平成31年度定例会をはじめとして議会で何
度も取り上げています。

◎
教職員の働き方改革を推進していく必要
があります。夏休みの必置、部活動指導
員の雇用、タブレットの配備なども大切と
考えます。

8
フリースクールなど多様な教育の
選択肢について ◎

学校教育は大切だがそれがすべてで
もない。 多様化した時代において、フ
リースクールのような形があっても良
いと考える。

△

不登校については、学校以外のサポートも必要
であると感じます。また子どもたちの選択肢が
多様であることは不登校の克服にも少なくない
効果があると思います。しかし私には、「フリー
スクール」という施設に関する知識が不足して
おり、公的な支援の対象とすべきか判断がつき
ません。

◎
△

堺市では、不登校の児童・生徒のために
相談窓口、ユースサポートを設置、適応
指導教室、スプリングサポートを設置して
いる。今後もこの体制を強化していきた
い。

9 放課後の子どもの居場所 ◎
先ほども述べたようにすべてを行政が
担う必要もなく、地域のNPOや一般社
団法人も担っていくべき。

◎

どのような制度がベストか今はわかりません
が、ご指摘は大変示唆深く感じました。堺市の
「放課後児童対策事業」については私も課題が
あると感じています。今後もこの課題について
関心を持って取り組んでまいりたいと思います。

◎
部活については、指導者の配置の拡大を
図るよう要望しています。公園の整備、図
書館、文化会館でも受け入れていける仕
組みが大切と考える。

10 「子どもの権利条約」の周知について ◎
条例の周知は良いが、地域教育の中
で積極的に取り組むのはやや違和感
がある。家庭教育や学校教育の中で
取り組むのが良いのではないか。

×

「子どもの権利条約」の理解には極めて高い専
門性を要するため、全市的に地域や校区で取り
組むには課題が大きいと感じます。それよりも、
行政や教育現場での理解を高める取り組みと、
それを支援する施策事業を展開するほうが効
果的ではないでしょうか。

◎

前文にある通り、「身体的及び精神的に
未熟であるため」法的保護が大切と考え
る。特に児童・生徒の虐待を防止するた
めに、児童福祉法等改正案として、先んじ
て体罰禁止を法制化が見込まれている。
事前の防止策、事後の家事相や警察の
連携が大切。LGBTへの認識もまだ浅い
ところなので、教育現場はもちろんのこと
地域での学ぶ場所を多くしていくことが大
切。

備考

野村友昭さん（自由民主党） 広田新一さん（公明党）

東区



 

必要◎
不必要×
その他△

質問　　　　　　　候補者名

1 「子ども条例」制定について ◎ △
子ども達が生きづらい社会になっている事
はひしひしと感じます。先例市の事例を学
び、研究したい。

2
虐待から子どもの命と心身を守る
ための対策について ◎ ◎

専門職を増やす事は必要と考えます。継続
して支援できる取り組みが必要と考えま
す。

3
子どもの相談・声を受け止め、
政策に反映させる体制作りについ
て

◎
本市にある行政相談員や公益通報者保護
制度などありますが、それらを精査し、先進
事例を学び、研究したい。

4 子どもの遊びの保障について ◎ ◎

5
地域や学校で多様な子どもたちが
育つことについて

コミュニティの
一員として共
に学ぶ/
共に育つほう
がいい

コミュニティの
一員として共
に学ぶ/
共に育つほう
がいい

子どもの頃から多様性を身に付ける事は
必要と考えます。

6
子ども主体の学びのあり方につい
て ◎ ◎

自分で考え、学ぶことは非常に大切です。
また教師の質も共に大切だと思います。

7
学校・教職員へのサポート体制に
ついて ◎

教員の皆さんが教えるという事に
専念できるようにする為に、システ
ムの導入（ＲＰＡ等）も積極的に行
うと共に、事務担当職員の増員も
必要と考えます。

◎

教員の働き方改革は更に必要。タブレット
を利用した授業の視察で、子どもの学習と
共に教員の負担軽減につながっていること
を目の当たりにしました。更なる活用が有
効と感じました。

8
フリースクールなど多様な教育の
選択肢について ◎ ◎

ユースサポートステーションなどの体制強
化と共に、フリースクールなど支援し、幅広
い選択が出来るのが理想と考えます。

9 放課後の子どもの居場所 ◎
無料で校庭を活用できる方法がな
いか、本会議などで何度か議論し
ています。

△
指導員を配置した部活動や公園、図書館、
文化会館などを利用する仕組みが必要で
はないかと考えます。

10
「子どもの権利条約」の周知につい
て ◎ ◎

国では体罰禁止の法制化が見込まれてい
るが、その以前の防止策や以後の警察な
どとの連携も大切であると考えます。LGBT
への認識などこれからてす。学校だけでな
く社会の中で学ぶ機会が必要です。

備考

西てつしさん（立憲民主党） 田代ゆう子さん（公明党）

西区



 

必要◎
不必要×
その他△

中区

質問　　　　　　　　　候補者名

1 「子ども条例」制定について ◎

2
虐待から子どもの命と心身を守る
ための対策について ◎

住所が変わった際の引き継ぎを書類だけで済ま
せるのではなく、担当職員の直接対面による方式
にするなどが重要。そのためには不足している職
員数を拡充しなければなりませんが、大阪府では
絶対的に不足しています。いわゆる都構想などに
かける財源で職員数を拡充すべき。

3
子どもの相談・声を受け止め、
政策に反映させる体制作りについて ◎

制度の構築も大切ですが、どのように周知し、運
用していくのか？ということが重要。

4 子どもの遊びの保障について ◎

5
地域や学校で多様な子どもたちが
育つことについて △

一緒に学ぶ、育つ方が良いのかどうか、正直いま
の私には答えがありません。申し訳ありません。
一緒に学ぶ方が良い子どもも居れば、別々に学
ぶ方が良い子どもも居ると思います。

6 子ども主体の学びのあり方について ◎

7
学校・教職員へのサポート体制に
ついて ◎

子ども達一人ひとりと向き合う教師本来の役割と
庶務的な業務を区別し、教師が子ども達と向き合
う時間を確保するため庶務的な業務を担う事務職
を拡充すべき。

8
フリースクールなど多様な教育の
選択肢について ◎

一定の枠にはめ込んで、こうでなければならない
という概念の転換が必要。いずれ成人する子ども
達が社会の一員として人生をまっとうできるよう、
それぞれの子ども達の可能性を信じ、必要な知恵
や武器を子どものうちに授けてあげることが私達
大人の役割。

9 放課後の子どもの居場所 ◎

私の家には常に息子たちの友達が多数遊びに来
ているので、ある意味では居場所になっているの
かな？と思います。どのように制度化していくのか
課題が多い問題ですが、地域の皆様のお力をお
借りするなど、それぞれの地域に合った形を模索
する必要があると思う。あわせて保護者の意識改
革も必要。

10 「子どもの権利条約」の周知について ◎

備考

みつぎひろあき（自民党）



 

必要◎
不必要×
その他△

質問　　　　　　　　　候補者名

1 「子ども条例」制定について ◎
条例作成に向けたワーキングをみなさんと
ご一緒に立ち上げていければと思います。 ◎ ◎

2
虐待から子どもの命と心身を守る
ための対策について ◎ ◎ ◎

3
子どもの相談・声を受け止め、
政策に反映させる体制作りについて ◎ オンブズパーソン制度について必要 ◎ オンブズパーソン制度について必要 ◎ オンブズパーソン制度について必要

4 子どもの遊びの保障について ◎
ビッグバン後背地に、堺市初のプレーパー
クの整備を推し進めています。ご協力下され
ば幸いです。

◎ ◎

5
地域や学校で多様な子どもたちが
育つことについて

コミュニティ
の一員として
共に学ぶ/
共に育つほ
うがいい

コミュニティ
の一員として
共に学ぶ/
共に育つほ
うがいい

コミュニティ
の一員として
共に学ぶ/
共に育つほう
がいい

6 子ども主体の学びのあり方について ◎ ◎ ◎

7
学校・教職員へのサポート体制に
ついて ◎ ◎ ◎

8
フリースクールなど多様な教育の
選択肢について ◎ ◎ ◎

9 放課後の子どもの居場所 ◎ ◎ ◎

10 「子どもの権利条約」の周知について ◎ ◎ ◎

備考

日本共産党は堺市議会でも子どもの権
利条例制定を求めてきました。
今後も、子どもの教育、子育て支援に
取り組まれる各種団体のみなさんのご
意見、ご要望を聞きながら、前進に努
めてまいります。

しぎ良太さん(自由民主党）小堀セイジさん（立憲民主党） 藤本さちこさん（日本共産党）

南区



 

必要◎
不必要×
その他△

美原区

質問　　　　　　　　候補者名

1 「子ども条例」制定について

2
虐待から子どもの命と心身を守る
ための対策について

3
子どもの相談・声を受け止め、
政策に反映させる体制作りについて

4 子どもの遊びの保障について

5
地域や学校で多様な子どもたちが
育つことについて

6 子ども主体の学びのあり方について

7
学校・教職員へのサポート体制に
ついて

8
フリースクールなど多様な教育の
選択肢について

9 放課後の子どもの居場所

10
「子どもの権利条約」の周知につい
て

備考


